
○託送料⾦相当額について（2024年４月１日以降） 
託送料⾦相当額とは、お客さまへの電気の供給に必要となる送配電ネットワーク利⽤料⾦（需要側託送料⾦）に    
相当する⾦額であり、電気料⾦に含まれております。 

 
＜低圧従量制の場合における託送料⾦相当額の計算方法＞ 

下記の計算式に、１ヵ⽉の電気ご使⽤量を当てはめて計算していただくことで、算出することができます。 
電気ご使⽤量           低圧託送料⾦平均単価※１          託送料⾦相当額※２ 

［      ］ｋＷｈ     ×      ９．２７円／ｋＷｈ        ＝     ［            ］円 
※１ 低圧託送料⾦平均単価には、消費税等相当額を含みます。 
※２ 託送料⾦相当額には、賠償負担⾦相当額（注１）（0.05円/kWh）および廃炉円滑化負担⾦相当額（注2） 

（１銭未満/kWh）を含みます。 
（注１）2011年の東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故前に確保されておくべきであった万⼀の際の賠償への備え 
（注２）原⼦⼒依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるために措置された廃炉会計制度に係る費⽤ 

 

＜低圧定額制の場合における託送料⾦相当額＞ 
お客さまのご契約内容に合わせて下記の表よりご確認ください。 
・定額電灯および公衆街路灯Ａの場合 

電灯定額接続送電サービス 単 位 託送料⾦ 
相当額 

（再 掲） 
賠償負担⾦ 

相当額 
廃炉円滑化 

負担⾦相当額 

電灯 
料⾦ 

10Ｗまで １灯につき 35.04 0.19 0.01 

10Ｗをこえ20Ｗまで １灯につき 70.07 0.39 0.02 

20Ｗをこえ40Ｗまで １灯につき 140.14 0.78 0.03 

40Ｗをこえ60Ｗまで １灯につき 210.20 1.17 0.05 

60Ｗをこえ100Ｗまで １灯につき 350.34 1.94 0.08 

100Ｗをこえる100Ｗまでごとに １灯につき 350.34 1.94 0.08 

小型 
機器 
料⾦ 

50VAまで １機器につき 104.64 0.58 0.02 

50VAをこえ100VAまで １機器につき 209.29 1.16 0.05 

100VAをこえる100VAまでごとに １機器につき 209.29 1.16 0.05 
 

・臨時電灯Ａおよび臨時電⼒の場合 

電灯（動⼒）臨時定額接続送電サービス 単位 託送料⾦ 
相当額 

（再 掲） 
賠償負担⾦ 

相当額 
廃炉円滑化 

負担⾦相当額 

電灯 総容量が50VAまでの場合 １日につき 3.10 0.02 １銭未満 

総容量が50VAをこえ100 VAまでの場合 １日につき 6.22 0.03 １銭未満 

総容量が100VAをこえ500 VAまでの場合 
100 VAまでごとに 

１日につき 6.22 0.03 １銭未満 

総容量が500VAをこえ１kVAまでの場合 １日につき 62.12 0.31 0.01 

総容量が１kVAをこえ３kVAまでの場合 
１kVAまでごとに 

１日につき 62.12 0.31 0.01 

動⼒ 契約電⼒１kWにつき １日につき 92.14 0.33 0.01 
 

単位︓円（税込） 

単位︓円（税込） 


